
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 学校法人札幌大学が専任教員の定年切下げ後、2013年度から「勤務延長」 

制度対象教員の賃金を突然かつ一方的に切り下げたことが不当であるとして同制度の対象 

教員 14 名が一斉に提訴したことで始まった訴訟。2017 年 3 月末の札幌地裁判決と 10 月 4 日の控訴審判決（法

人側の控訴）はいずれも教員側の訴え（未払い賃金等請求）を全面的に認める勝利判決でした。 

この間、法人側が先の控訴に続き再び大義のない上告へ出るか否かが注目されていましたが 19 日、上告を断

念することが明らかとなり、判決が確定することになりました。 

 当判決は全国紙等でも大きく報じられましたが、大学の公式サイトには理事長コメントが掲載されています。 

10月 4日付けの高裁判決について            学校法人札幌大学理事長  荒川 裕生 

平成 29年 10月 4日、札幌高等裁判所において判決のあった「平成 29年(ネ)第 184号賃金等請求控訴事件」

については、勤務延長教員の年俸減額の高度の必要性は認められたものの、その変更に関して不利益の重

大性に対応する代償措置あるいは経過措置がとられていないといった一審と同様の判断を真摯に受け止め

ることとし、判決を受け入れることといたしました。 

 原告教員や支援者からは「まったく心に響かない、元官僚の散文的駄文。われわれ原告に対する冒涜としか思

えず、また怒りが込み上げてくる。」「陳腐な表現。法人は心底反省していない。」という評価があがっています

が、当然の勝利判決とはいえ確定することについては「4年間のたたかいの甲斐があった」と歓迎しています。 

 

 

 

 酪農学園の前理事長（麻田信二・元道副知事）らに不当に解任された干場前学長が地位確認等を求め争ってき

た訴訟（2016 年 1 月提訴）が、札幌地裁で詰めの協議に入っています。次の期日で和解がまとまる可能性が高

まってきていることから、支援者（「建学の精神と教育を守る会」など）集会が呼びかけられています。 

10月 26日（木）16：15～進行協議（非公開）の後、17時頃～「かでる 2・7」1050号研修室 

 記者レク後、集会ではこれまでの裁判所での協議経過を原告および代理人弁護士から報告と意見交換。 

「かでる」の集会（記者レク後）、どなたでも参加できます。ぜひ応援に駆けつけてください！ 

札幌大学「勤務延長」訴訟 

法人側が上告を断念！ 

勝利判決が確定！ 
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